
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

の
長
期
化
に
伴
い
、事
業
活
動
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
市
内
中
小
企
業
者
な
ど
に

対
し
て
、新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
受
け

た
融
資
の
条
件
変
更
に
か
か
る
追
加
の
信

用
保
証
料
に
相
当
す
る
金
額
を
補
給
し
ま

す
。

▼
交
付
対
象
者

　

次
の
項
目
の
ほ
か
、一
定
の
要
件
の

全
て
を
満
た
す
事
業
者（
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　
・市
内
に
主
た
る
店
舗
・
事
業
所
を
有

す
る
個
人
事
業
主
お
よ
び
法
人

　
・新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
、兵
庫
県

中
小
企
業
融
資
制
度
を
利
用
し
て
金

融
機
関
か
ら
受
け
た
融
資
に
つ
い

て
、令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
返

済
額
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
条
件
変

更
を
行
っ
た
者

▼
交
付
額

兵
庫
県
信
用
保
証
協
会
に
支
払
っ
た
信

用
保
証
料
相
当
額（
最
大
50
万
円
）

▼
交
付
の
回
数
限
度

1
つ
の
交
付
対
象
者
に
つ
き
１
回（
令

和
3
年
度
を
含
む
）

▼
申
請
方
法

　
市
役
所
2
階
商
工
振
興
課
や
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る「
中
小
企
業
等
条
件

変
更
信
用
保
証
料
補
給
金
交
付
要
領
」

を
確
認
後
、申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

付
し
、原
則
、郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
申
請
期
限

　
令
和
5
年
2
月
28
日
㈫（
消
印
有
効
）

問・申
請

(市)
商
工
振
興
課
中
小
企
業
振
興
係

　
市
内
の
中
小
企
業
者
に
低
金
利
に
よ
る

事
業
資
金
の
貸
付
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。

▼
対
象
者

・
個
人
事
業
主
：
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

・
法
人
：
市
内
に
本
店
を
置
く
事
業
者

▼
資
金
使
途・貸
付
限
度
額

・
一
般
資
金（
運
転・設
備
）　
2
，0
0
0

万
円
以
内

・
小
規
模
事
業
者
無
担
保
無
保
証
人
資
金

（
運
転・設
備
）　
1
，2
5
0
万
円
以
内

・
公
害
防
止
設
備
資
金　
8
0
0
万
円
以

内

・
起
業
家
支
援
資
金
・
新
分
野
進
出
支
援

資
金（
運
転・設
備
）　
1
，0
0
0
万
円

以
内

▼
利
率

1.1
%

▼
信
用
保
証
料
補
給
率

50
%

▼
利
息
補
給

・
小
規
模
事
業
者
無
担
保
無
保
証
人
資
金

補
給
率
20
%

・
公
害
防
止
設
備
資
金

　
補
給
率
60
％
〜
1
0
0
%

▼
取
扱
金
融
機
関

市
内
の
銀
行
、信
用

金
庫
、信
用
組
合
、J
A
の
各
支
店

　
融
資
制
度
は
信
用
保
証
協
会
の
保
証

付
と
な
り
、別
途
信
用
保
証
料
が
必
要

で
す
。
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
信
用
保

証
協
会
の
審
査
に
よ
り
融
資
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す（
令
和
4
年

4
月
1
日
か
ら
令
和
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
実
行
さ
れ
た
融
資
に
適
用
）。

▼
申
請
方
法

取
扱
金
融
機
関
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

問
(市)
商
工
振
興
課
中
小
企
業
振
興
係

　
市
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企
業
者
の
経
営

革
新
に
必
要
な
設
備
投
資
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

市
内
に
主
た
る
事
業
所
※
1
が
あ
る

中
小
企
業
者
、市
内
に
住
所
が
あ
る
個

人
事
業
者
で
、市
内
で
引
き
続
き
1
年

以
上
事
業
を
営
む
者

※
1
本
店
と
し
て
登
記
さ
れ
た
事
業

所
を
指
し
ま
す
。

▼
対
象
設
備

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
機
械・装
置
、

工
具・器
具
な
ど

・
市
内
の
事
業
所
に
経
営
の
革
新
を
目

的
と
し
て
新
設
、増
設
さ
れ
る
も
の

（
中
古
品
ま
た
は
リ
ー
ス
契
約
に
基

づ
く
も
の
は
不
可
）

・
対
象
経
費
が
50
万
円
以
上

　
そ
の
他
の
要
件
に
関
し
て
は
募
集
要

領
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
限
度
額

　
対
象
経
費
の
4
分
の
1
以
内

　
（
上
限
2
5
0
万
円
）

　

た
だ
し
、経
営
力
向
上
計
画
・
経
営

革
新
計
画
の
認
定
を
取
得
し
、そ
の
計

画
を
提
出
し
て
い
る
場
合
な
ど
※
2
は
、

補
助
対
象
経
費
の
3
分
の
1
以
内（
上

限
3
0
0
万
円
）

　

な
お
、全
体
の
補
助
金
額
が
予
算
額

を
超
え
た
場
合
、按
分
し
て
交
付
。

※
2
申
請
時
に
認
定
待
ち
の
場
合
は
、

  

7
月
8
日
㈮
ま
で
に
認
定
書
の
写
し

の
提
出
が
必
要

▼
補
助
回
数　
年
度
内
に
1
回
の
み

▼
募
集
期
間

5
月
6
日
㈮
〜
6
月
17
日
㈮

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
(市)
商
工
振
興
課
か
な
も
の
振
興
係

　
市
内
在
住
の
勤
労
者
の
住
宅
の
質
の
向

上
を
図
る
た
め
、近
畿
労
働
金
庫
と
協
力

し
、住
宅
の
新
築
・
購
入
・
増
改
築
の
た
め

の
資
金
を
融
資
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

（
事
業
主
お
よ
び
家
族
従
業
者
は
除
く
）

・
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
務
し
、

か
つ
市
内
に
1
年
以
上
居
住
し
て
い

る
、ま
た
は
同
一
事
業
所
に
3
年
以

上
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る

・
市
内
に
自
己
の
住
宅
を
建
築（
増
改

築
を
含
む
）ま
た
は
購
入
し
よ
う
と

す
る

・
融
資
金
の
返
済
能
力
を
十
分
に
有
す

る
・
満
18
歳
以
上
66
歳
未
満（
最
終
返
済

時
の
年
齢
が
76
歳
未
満
）

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

・
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
す
る
保
証
機

関
の
保
証
が
受
け
ら
れ
る

▼
融
資
限
度
額

2
，0
0
0
万
円
以
内

▼
融
資
期
間

40
年
以
内

▼
利
率　
固
定
金
利
型（
年
1.
90
％
）

▼
償
還
方
法

元
利
均
等
月
賦
償
還
方
式

（
半
年
賦
償
還
併
用
方
式
も
可
）

▼
取
扱
金
融
機
関

　
近
畿
労
働
金
庫
北
播
支
店

☎
0
7
9
5
‐
2
3
‐
5
5
5
1

▼
申
請
方
法

　
取
扱
金
融
機
関
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
審
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、希
望

の
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問  

(市)
商
工
振
興
課
商
業
労
政
係

コ
ロ
ナ
対
策
融
資
の
条
件
変
更
を
行
っ
た
事
業

者
を
支
援（
市
独
自
対
策
）

中
小
企
業
融
資
制
度
の
ご
案
内

中
小
企
業
の
革
新
的
な
設
備
投
資
を
応
援

勤
労
者
住
宅
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
の
ご
案
内

コロナ
支援貸付 支援

融資

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

相
　
　
談

教
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座

募
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用

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

カ
メ
ラ
日
記

教
室・講
座

催
　
　
し

施
　
　
設

子
育
て
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